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竹田市立中学校の統一制服製造業者選定プロポーザル実施要領 

 
１ 趣 旨 

生徒が安心して快適に学校生活を送ることができるように、基本的方針をもとに、経済

的負担の軽減、多様性への配慮、機能性の向上等を勘案して、中学校６校統一仕様の制服

を導入する。その統一の制服に関する製造業者の選定を目的として、公募型プロポーザル

を実施する。 

 

２ 事業内容と全体スケジュール 

（１） 事業内容 

① 新制服のデザイン案作成・決定 

  検討品目 ジャケット、スラックス（冬用、夏用）、スカート（冬用、夏用）  

              キュロットパンツ（冬用、夏用） 夏用制服ポロシャツ 

        ※ただし、ポロシャツは既製品を導入する場合がある。 

        ※ブレザーの中に着用する長袖シャツ等は、指定商品なし。 

② 新制服（案）の展示会やデザイン投票の支援 

③ 新制服の導入に向けた製造及び販売の準備と販売店への周知 

（２） 全体スケジュール 
 

令和４年 ９ 月 プロポーザルの実施・業者決定 
 ９ 月～１０ 月 業者デザイン（案）提案 

  基本デザイン、仕様書等の検討 

 １０ 月末～ 制服（案）の展示会やデザイン投票の実施 

令和５年 ２ 月 制服の最終決定 

 ３ 月 制服規程書の作成 

 ４ 月～ 販売業者との打ち合わせ・販売店へ納品 

令和６年 ４ 月 新制服の導入開始 
 

  
３ プロポーザルの概要 

（１ ） 名  称 

竹田市立中学校の統一制服製造業者選定プロポーザル 

（２） 選考方法 

公募型プロポーザル方式 

（３）参加資格 

   次に掲げる要件をすべて満たしていること。  

①直近５年間（平成２９年度から令和３年度）に次の①、②いずれかの実績を有する 

 業者であること。  

１）大分県内の公立中学校に納入実績がある制服業者であること。  

２）竹田市内で衣料品の製造又は販売実績がある業者であること。 

② 国税及び地方税を滞納していないこと。  

③ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。  

④暴力団もしくは暴力団員の統制の下にある団体でないこと。 
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４ 選考日程 

（１ ） プロポーザルに係るスケジュール 

令和４年８月 １日(月)   ホームページによる開催周知開始 

８月 ５日(金)    質疑締切（ 17 時必着） 

８月  ８ 日(月)   質疑回答 

   ９月 ５日(月)   提案書等関係書類提出期限（〆切） 

（１７時必着）※サンプルは当日でも可 

９月 ８日(木)   プロポーザル 

９月  ９日(金)         選考結果通知発送 

（２ ） 質疑の受付と回答 

① 質問書の受付 

本要領に関して疑義がある場合は、質問書様式第１号）に内容を簡潔にまと

めて記載し、次のとおり提出すること。電話、口頭での質問は受け付けない。 

ア 受付期間 令和４年８月１日(月) 

～ 令和４年８月５日(金)１７ 時まで 

イ 提 出 先 竹田市教育委員会学校教育課 

(検討委員会事務局） 

ウ 提出方法 Ｅメール（ gakou@city.taketa.lg.jp） 

② 質問書に対する回答 

ア  回答期間  令和４年８月８日(月) 

 イ 回答方法 質問した事業者に対し、その質問への回答を Eメールに 

      で行う。また、全ての質問とその回答は一覧にしてホームペー 

ジに掲載する。 

※ 本回答をもって、実施要項の内容が加除・修正されたも 

のとみなす。 

 
５ 参加に係わる必要書類の提出 

（１）「３－（３）参加資格要件」を満たし、本手続きに参加する場合は、次の必要書類

を提出すること。 

■提出書類 

① 公募型プロポーザル参加申込書兼誓約書（様式第１号） 1 部  

②会社概要（様式第２号）      

※実績で参加資格要件を満たしていることを事業内容に記載すること  1 部          

③大分県内又は竹田市内納入実績一覧表（様式第３号）  1部  

④納税（完納）証明書  

※令和４年８月１日時点で竹田市の競争入札参加資格登録事業所の場合は不要  

     1)竹田市内に本店又は支店等を有する場合  

          竹田市税の完納証明 １通（原本のみ）                                                              

          所得税及び地方消費税に係る所轄税務署の納税証明書 １通（写し可）（その３の３等）  

     2)竹田市内に本店又は支店等を有していない場合  

          所得税及び地方消費税に係る所轄税務署の納税証明書 １通（写し可） （その３の３等）  

⑤公募型プロポーザル提案書（ 任 意 様 式 ） 20部 

    ※基本的方針の内容を踏まえて提案すること。 

⑥製品価格見積書（販売予定価格）（様式第４号）  1 部 
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■その他提出物 プロポーザル当日持参可 

① 制服サンプル ４ 体以内 ※既製品（導入済みの制服）でも可 

（例：男女用スラックス１ 体ずつ+スカート・キュロット１ 体ずつ等） 

■その他作成上の留意点 

①  提案書は、Ａ４サイズとし、それぞれ１部ずつ綴じ込みを行うこと。   

②  提出書類及び見本の作成等に要する経費は、事業所負担とする。   

③  提出期限後の提出物、製品見本等の修正、変更は認めない。   

④ プロポーザル後に製品見本のみ返却し、提出書類の返却は行わない。   

（２ ）受付期間・時間 

期間： 令和４年８月３０日(火) ～令和４年９月５日(月) 

   時間： ８時３０分～１７時００分 

（土曜日、日曜日、祝日は受付期間から除く。） 

(３） 提出先 

竹田市教育委員会学校教育課（検討委員会事務局） 

(４）提出方法 

持参又は郵送（特定郵便、簡易書留、一般書留のいずれか）とする。  

      制服サンプル（製品見本）については、直接持参とする。郵送等は認めない。 

（５ ）導入における配慮について 

中間報告書にある諸課題並びに児童・生徒、保護者の要望にできる限り対応するた

めに、下記のことに配慮しながら新しい制服の導入を理解し、本要領で示したスケジ

ュールの遵守に努めながら、検討委員会とともに協力合い、検討していくことができ

る事業者を募集する。 

■機能的配慮 

  ・近年の気温の上昇、空調導入等による気温差に対応しやすく、また、様々な活動の支

障にならない動きやすいデザイン、生地等とする。 

  ・耐久性にすぐれ、洗濯やアイロンなど家庭でのケアがしやすい素材等を採用するとと

もに生徒の成長に対応できる仕様とする。 

  ・夏服を通気性のよいポロシャツにするなど猛暑に対応したものとする。 

■生徒への配慮 

  ・スカートやスラックス、キュロット等が自由に選べるなど男女差のないもの等の導入

により、性差のある制服を着用することに負担がある生徒への配慮を行う。 

  ・防犯面からも学校名、氏名の刺繍以外での氏名表示方法を検討する。 

■経済的な配慮 

  ・現行もしくは現行以下の価格設定をめざす。 
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６ プレゼンテーションについて 

提出された提案書等（ サンプルを含む本プロポーザルに係る資料として提出され 

たもの）に基づき、次のとおりプレゼンテーションを実施する。 

（１ ） 実施日時及び場所 

日 時： 令和４年９月８日(木) 

場 所： 竹田市役本庁舎３階 会議室５ 

※順番は提案書類提出順として、時間帯は提出時に連絡する。 

（２ ） 所要時間 

企画提案書に基づくプレゼンテーション １ ５ 分

質疑応答 １ ０ 分 

（３ ） 出席者数 

事業者１社につき３名以内とする。 

（４ ） その他 

① 説明は、提出した提案書等に記載された文章、図、イラスト等及びサン

プルの範囲内で行うこととし、追加資料の配布・使用は認めない。 

② 机、椅子、電源、スクリーン、プロジェクター（ HDMI ケーブル含む） 

は当検討委員会が用意する。ただし、パソコンは事業者側で持参する

ものとする。制服の見本品を展示するマネキン等は、各自で持参するこ

と。 

③ 費用はすべて事業者側の負担とする。 

 
７ 選定方法 

（１ ） 審査 

審査は検討委員会が提案書等に記載された内容（サンプル含む）及びプレゼンテ

ーションと質疑応答の内容により、別紙の審査基準に基づき審査する。審査の結果、

各審査委員が最高得点を最も多く付けた事業者を竹田市立中学校の統一制服製造業

者とする。 

各審査委員が最高得点を最も多く付けた事業者が複数いた場合は、その事業者の

中で、各審査委員の評価した平均点が最も高い事業者を竹田市立中学校の統一制服

製造業者とする。また、平均点が最も高い事業者が複数いた場合は、その事業者の

中で、各審査員による決選投票を行い、竹田市立中学校の統一制服製造業者を決定

する。 

事業者が１社の場合は、上記と同様に審査し、各審査員の評価が９０点以上の得

点を満たせば竹田市立中学校の統一制服製造業者とする。 

 
（２ ） 結果の通知 

審査の結果は、本プロポーザルに参加した全事業者に対し、令和４年９月９日

（金）に書面で通知する。 

なお、審査する委員及び審査の経過や結果などの審査に関する問い合わせや異議

申立ては一切受け付けないものとする。 
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８  その他留意事項  

(１) 採用された制服等のデザインに関する権利は、竹田市教育委員会に帰属する。 

なお、制服製造及び販売が決定した業者は、最終仕様書を提出すること。  

（２） 製造及び販売業者として決定した業者が作製した製品見本については、市内  

       全中学校等に展示をした後に、必要に応じて補正・修正を依頼することがある。  

（３） 提出書類に虚偽のあることが判明した場合、選定の結果を取消すことがある。  

（４） 公募型プロポーザル参加申込書兼誓約書（様式第１号）提出後にプロポーザル 

参加を辞退する場合は、プロポーザル参加申込辞退書（様式第５号）を提出する 

こと。 

 

９ 問い合わせ及び提出先 

竹田市教育委員会学校教育課（竹田市立中学校「制服のあり方」検討委員会事務局） 

〒878-8555  大分県竹田市大字会々1650 番地 

電話番号：(0974)63-4833（ 直通） ＦＡＸ：（0974）63-2373 

Ｅ メール： gakou@city.taketa.lg.jp 
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